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　 証券コード　6424

　 平成22年６月14日

株 主 各 位　

　 東 京 都 中 野 区 中 央 ２ 丁 目 4 8 番 ５ 号

　

　 代表取締役社長 髙見澤　和　夫

第41回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する

参考書類」をご検討いただき、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示、
ご押印のうえご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成22年６月29日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都杉並区成田東５丁目35番14号
　 　 ホテルアミスタ阿佐ヶ谷　ホール
　 　 （末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項 　
　 報 告 事 項 １．第41期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

　 　 ２．第41期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）計
算書類報告の件

　 決 議 事 項 　
　 第１号議案 取締役10名選任の件
　 第２号議案 監査役２名選任の件
　 第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
　
　

議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記
載のとおりであります。

　
以　上


当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださ

いますようお願い申し上げます。
なお、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インター

ネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.tacy.co.jp）に掲載させて
いただきます。
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（提供書面）
　

事　 業　 報　 告

(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

　

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の緊急経

済対策等の効果により一部に持ち直す傾向があるものの、依然として企業

の設備投資は低迷し、失業率も高水準で推移するなど厳しい状況が続きま

した。

このような経済環境のもとで、当社グループは、駅務システムを中心と

した「交通システム機器」、金融・汎用機器向ユニットを中心とした「メ

カトロ機器」、パーキングシステム・セキュリティシステム及び防災計測

システムを中心とした「特機システム機器」の専門メーカーとして、鋭意

営業活動の展開に注力してまいりました。また「ものづくり改革」の一環

として、技術部門においては、設計改革プロジェクトを推進し、設計品質

の向上・開発期間の短縮に取り組んでまいりました。生産部門においては、

生産方式の改善を継続し、生産品質及び生産効率の向上に努めてまいりま

した。更に前連結会計年度より開設した「コストダウン推進部」を中心に、

ものづくりに関係する全てのコストの再検証及び管理に取り組んでまいり

ました。

このように諸施策を積極的に推進してきたことにより、メカトロ機器部

門及び特機システム機器部門は堅調に推移したものの、交通システム機器

部門の前連結会計年度の売上高に新規路線開通等に伴う特需が含まれてい

た影響で、売上高は前連結会計年度と比べて減少し97億５千４百万円（前

連結会計年度比2.0％減）となりました。

損益面につきましては、徹底した経費の圧縮・原価低減等の諸施策を行

ったことにより、営業利益は２億３千５百万円（前連結会計年度は１億７

千８百万円の損失）、経常利益は１億５千８百万円（同２億４千５百万円

の損失）、当期純利益は１億３千６百万円（同14億４千１百万円の損失）

となりました。

なお、当連結会計年度に係る剰余金の配当につきましては、当期純利益

を計上することができたものの、財務体質の強化と内部留保の充実を図る

ため、誠に遺憾ながら見送らせていただきたく存じます。　
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（ご参考）

当事業年度における当社の売上高は78億３千７百万円（前期比3.3％減）

となりました。各機器部門別の状況は次のとおりです。

交通システム機器部門は、前事業年度の売上高に新規路線開通等に伴う

特需が含まれていたことにより、売上高は36億９千４百万円（同15.2％減）

となりました。

メカトロ機器部門は、国内向け新型ユニット製品等の販売が堅調に推移

したこと、また海外向け各種ユニット製品の輸出が増加したことにより、

売上高は22億７千９百万円（同8.1％増）となりました。

特機システム機器部門は、企業の設備投資抑制の影響を受けてセキュリ

ティシステムの販売が減少しましたが、防災計測システムにおいて地震計

の売上げが増加したことにより、売上高は18億６千３百万円（同14.0％増）

となりました。

　

②　設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は、２億９千

８百万円であります。その主なものは試験用機器、金型等の生産設備であ

ります。

　

③　資金調達の状況

当社グループは、当連結会計年度において、増資、社債の発行ならびに

長期借入等による重要な資金調達は行っていません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

期　　別
区　　分

第 38 期
(平成19年３月期)

第 39 期
(平成20年３月期)

第 40 期
(平成21年３月期)

第 41 期
(平成22年３月期)

　 百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 12,155 9,832 9,953 9,754

経 常 利 益 44 △560 △245 158

当 期 純 利 益 △249 △548 △1,441 136

１株当たり当期純利益 △29円13銭 △61円03銭 △160円29銭 15円21銭

総 資 産 12,924 12,602 10,551 10,693

純 資 産 3,098 2,383 955 1,114

（注）　表中の△を付している部分は、損失を意味しております。

　

②　当社の財産及び損益の状況

期　　別
区　　分

第 38 期
(平成19年３月期)

第 39 期
(平成20年３月期)

第 40 期
(平成21年３月期)

第 41 期
(平成22年３月期)

　 百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 10,848 8,272 8,101 7,837

経 常 利 益 132 △336 △150 62

当 期 純 利 益 57 △194 △1,340 46

１株当たり当期純利益 6円67銭 △21円63銭 △149円03銭 5円15銭

総 資 産 11,601 11,516 9,807 10,260

純 資 産 3,069 2,709 1,383 1,451

（注）　表中の△を付している部分は、損失を意味しております。

　

(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 事 業 内 容

株式会社高見沢サービス 90百万円 100％ 各種自動販売機の設置・保守
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(4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、一部で持ち直しの動きが見られるものの、海外景気

の下振れ懸念やデフレの影響など依然として不安定要素が存在しており、引

き続き厳しい状況が続くものと予想されます。

このような状況のなかで、当社グループでは、交通システム機器・メカト

ロ機器・特機システム機器の各部門において、次のとおり事業を展開してま

いります。

交通システム機器部門においては、主力製品である出改札機器市場に並ぶ

新しい市場を開拓してまいります。メカトロ機器部門においては、中国及び

韓国を中心としたアジア市場への積極展開をすすめてまいります。特機シス

テム機器部門においては、駐輪場などパーキングシステムにおいて新たなビ

ジネスモデルを展開することに加え、入退場管理システム・セキュリティシ

ステム及び防災計測システムの営業活動を強化し、更なる事業の拡大を図っ

てまいります。

また、技術部門及び生産部門においては「ものづくり改革」を継続し、原

価の低減に取り組むと同時に、生産効率の向上にも努めてまいります。

今後も当社独自のコア技術であるチケット（Ｔ）、紙幣（Ｂ）、コイン

（Ｃ）、カード（Ｃ）処理技術を応用した高品質で高付加価値な製品を提供

し続けられるよう、鋭意邁進する所存でございます。株主の皆様におかれま

しては、今後とも一層のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

　

(5) 主要な事業内容（平成22年３月31日現在）

当社グループは下記製品の製造・販売及びアフターサービスを行っており

ます。

区 分 主 要 製 品

電子制御機器

交通システム機器
自動券売機、定期券自動発売機、自動精算機、ＩＣ
カード入金機、カード発売機（駅務用）、券印刷発
行機、ホストシステム　他

メ カ ト ロ 機 器
硬貨処理関連機器、紙幣処理関連機器、カード処理
関連機器、発券処理関連機器、硬貨計算機、ＯＥＭ
製品開発　他

特機システム機器

駐輪場管理システム、セキュリティシステム、防災
計測システム、入退場管理システム、コインゲート
システム、カード発売機、オープン温度試験槽、各
種計測器、日誌管理システム　他
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(6) 主要な事業所（平成22年３月31日現在）

①　当　社

本 社 東京都中野区中央２丁目48番５号

分 室 中 野 分 室（東京都中野区）

営 業 所

大 阪 営 業 所（大阪府大阪市）

名 古 屋 営 業 所（愛知県名古屋市）

福 岡 営 業 所（福岡県福岡市）

長 野 営 業 所（長野県佐久市）

高 崎 営 業 所（群馬県高崎市）

工 場

長 野 第 一 工 場（長野県佐久市）

長 野 第 二 工 場（長野県佐久市）

長 野 第 三 工 場（長野県佐久市）

研 究 開 発 施 設 技 術 棟（長野県佐久市）

　

②　子会社

株 式 会 社 高 見 沢 サ ー ビ ス

本 社 東京都品川区西五反田２丁目12番３号　第一誠実ビル

営 業 所 五反田、武蔵野、高崎、名古屋、大阪、福岡、新潟、長野

事務所・センター 中野坂上、飯田橋、横浜、所沢、調布、津田沼、松本、長岡
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(7) 使用人の状況（平成22年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

601名 △31名

（注）　使用人数は、就業人員数（当社グループからグループ外への出向者は除き、グループ外

から当社への出向者を含むほか、嘱託及びパートタイマー等を含む）であります。

　

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

412名 △4名 39.6歳 16.8年

（注）　使用人数は、就業人員数（当社からの出向者は除き、社外から当社への出向者を含むほ

か、嘱託及びパートタイマー等を含む）であります。

　

(8) 主要な借入先の状況（平成22年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,250百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 750

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 550

（注）　当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、借入極度額13億5千万円のシンジ

ケートローンを株式会社みずほ銀行他計６行と締結しております。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成22年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 29,600,000株

②　発行済株式の総数 9,050,000株

（自己株式56,310株を含む）

③　株主数 594名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託富士電機
リ テ イ ル シ ス テ ム ズ 口
再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社

2,276千株 25.31％

富 士 通 株 式 会 社 900 10.01

株 式 会 社 ド ッ ド ウ エ ル
ビ ー ・ エ ム ・ エ ス

764 8.49

富 士 通 フ ロ ン テ ッ ク 株 式 会 社 500 5.56

高見沢サイバネティックス従業員持株会 488 5.43

Ｉ Ｄ Ｅ Ｃ 株 式 会 社 450 5.00

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 350 3.89

髙 見 澤 　 和 　 夫 315 3.50

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 200 2.22

株 式 会 社 常 陽 銀 行 200 2.22

（注）　持株比率は自己株式（56,310株）を控除して計算しております。

　

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成22年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 髙 見 澤 　 和 　 夫 　

専 務 取 締 役 広 田 和 資 　

常 務 取 締 役 有 田 正 實 社会システム本部長兼ＳＥセンター長

取 締 役 山 口 英 和
経営管理本部長兼統括室長兼ＢＰ管理
室長

取 締 役 内 田 克 美 内部監査室長

取 締 役 岩 岡 　 修 ものづくり本部長

取 締 役 高 見 澤 　 海 　 平 ＮＴＣ本部長兼開発室長

取 締 役 辻 川 秀 邦
社会システム本部メカトロ・特機事業
部長

取 締 役 小 野 田 　 　 　 誠
富士電機リテイルシステムズ株式会社
取締役兼通貨機器事業本部長　

取 締 役 利 根 廣 貞
富士通フロンテック株式会社取締役兼
経営執行役常務兼金融システム事業本
部長兼品質保証本部長

常 勤 監 査 役 有 村 　 猛 　

常 勤 監 査 役 浦 邉  雄 　

監 査 役 倉 田 民 男
富士電機リテイルシステムズ株式会社
常勤監査役

監 査 役 山 野 邉 　 林 　 作
富士電機リテイルシステムズ株式会社
顧問　

（注）１．取締役のうち、小野田誠、利根廣貞の両氏は社外取締役であります。

２．監査役のうち、倉田民男、山野邉林作の両氏は社外監査役であります。

３．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

①　平成21年６月26日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって、取締役粱根　操氏

は辞任により退任いたしました。

②　平成21年６月26日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって、監査役小段淳之介

氏は任期満了により退任いたしました。

４．当事業年度に係る会社役員の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。

・代表取締役社長髙見澤和夫及び専務取締役広田和資の両氏は、株式会社高見沢サービ

スの取締役を兼務しております。

５．監査役倉田民男氏は、富士電機ホールディングス株式会社の中核事業会社で経理部門

に在籍し、決算手続きならびに財務諸表の作成等に従事した経験があり、財務及び会

計に関する相当程度の知見を有しております。

６．当社は、取締役利根廣貞氏を大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ等に関する規則に定める独

立役員として同取引所に届け出ております。
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②　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報酬等の総額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

11名
（3）

55,108千円
（720）

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

5
（3）

16,515
（840）

合 計
（う　 ち　 社　 外　 役　 員）

16
（6）

71,623
（1,560）

（注）１．上記には、平成21年６月26日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役１名（うち社外取締役１名）及び監査役１名（うち社外監査役１名）の在任中の

報酬等の額が含まれております。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

３．取締役の報酬限度額は、平成８年６月28日開催の第27回定時株主総会において月額10

百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第37回定時株主総会において月額３

百万円以内と決議いただいております。

５．支給額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額15,553千円（取締役13,678

千円、監査役1,875千円）が含まれております。

 

③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職状況及び当社と当該他の会社との関係

・取締役小野田誠氏は、富士電機リテイルシステムズ株式会社の取締役

を兼務しております。なお、富士電機リテイルシステムズ株式会社は

当社主要株主（持株比率25.31％）であり、当社との間に製品販売等の

取引関係があります。

・取締役利根廣貞氏は、富士通フロンテック株式会社の取締役兼経営執

行役常務を兼務しております。なお、富士通フロンテック株式会社は

当社大株主（持株比率5.56％）であり、同社の親会社である富士通株

式会社を通して、当社との間に製品販売等の取引関係があります。

・監査役倉田民男氏は、富士電機リテイルシステムズ株式会社の常勤監

査役を兼務しております。なお、富士電機リテイルシステムズ株式会

社は当社主要株主（持株比率25.31％）であり、当社との間に製品販売

等の取引関係があります。

・監査役山野邉林作氏は、富士電機リテイルシステムズ株式会社の顧問

を兼務しております。なお、富士電機リテイルシステムズ株式会社は

当社主要株主（持株比率25.31％）であり、当社との間に製品販売等の

取引関係があります。
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ロ．当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 活 動 状 況

取 締 役 小野田　　　誠
平成21年６月26日就任以降に開催された取締役会10回中
８回に出席し、当社事業分野における豊富な経験と幅広
い見識を活かし、適宜発言を行っております。

取 締 役 利 根 廣 貞
当事業年度に開催した取締役会13回中12回に出席し、当
社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かし、
適宜発言を行っております。

監 査 役 倉 田 民 男
当事業年度に開催した取締役会13回中12回、監査役会13
回中12回に出席し、公正・中立な観点から、意思決定の
妥当性・適正性を確保するための提言を行っております。

監 査 役 山野邉　林　作

平成21年６月26日就任以降に開催された取締役会10回中
９回、監査役会10回中９回に出席し、公正・中立な観点
から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言
を行っております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称 新日本有限責任監査法人

　

②　報酬等の額

　 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 29,800千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

29,800千円

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の

請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的と

することといたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任

の理由を報告いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりです。

　

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

・全ての取締役及び使用人が、倫理・法令を遵守するためにとるべき行動

の基準を示した「行動規範」及び「倫理法令遵守（コンプライアンス）

規程」を制定する。

・代表取締役を委員長とした「倫理法令遵守（コンプライアンス）委員会」

を設置し、取締役及び使用人を対象とした研修会を開催する等、コンプ

ライアンス体制を構築・維持する体制を整える。

・業務執行部門から独立した内部監査室は、定期的にコンプライアンス体

制の監査を実施し、その結果を代表取締役に報告する。

・取締役及び使用人は、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、

又は行われようとしていることに気付いた場合に、通報又は相談できる

体制として、内部通報窓口を設置する。

　

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規程に基づき、そ

の保存媒体に応じて適切に保存及び管理する。

・取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

　

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・各事業部門の代表者で構成する危機管理プロジェクトを設置する。危機

管理プロジェクトは、当社の経営に係わる全てのリスクを抽出・分析し、

諸規程の整備をはじめとした対応策を検討する。検討結果は、取締役会

に適時報告する。

・内部監査室は、リスク管理状況の監査を行い、業務改善に関し必要かつ

適切な助言を行う。
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会を毎月１回開催し、業務執行状況の監督ならびに経営上の重要

事項についての意思決定を行う。また、経営方針の徹底と迅速化及び業

務遂行の明確化を図るため、取締役・監査役・各本部長で構成する経営

会議を毎月１回開催し、業務執行に関する意思決定を行う。

・中期経営計画及び年度経営計画を作成し、全社統一目標を設定する。目

標達成に向け、各部門において具体策を立案・実行させ、取締役会及び

経営会議にて進捗状況の管理・監督を行う。

・業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づい

て権限の委譲が行われ、業務の効率的運営及びその責任体制を確立する。

　

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するため

の体制

・関係会社管理規程に基づき、子会社の自主性を尊重しつつ、適切な経営

管理を行う。

・当社で月に１度開催している経営会議に子会社の代表者を出席させ、業

務の状況に関する報告を受ける。また、適時重要事項の事前協議を行う。

・当社より取締役又は監査役を派遣して、子会社の運営を監視・監督及び

監査し、グループの経営方針に沿って適正に運営されているか確認をす

る。

・当社監査役及び内部監査室の監査は、子会社も対象として実施する。

　

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役

会は監査役会と協議し、必要に応じて補助すべき使用人を指名する。

　

⑦　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

・指名された使用人は、監査役を補助する期間は監査役の指揮命令の下で

行動し、その命令に関する取締役、内部監査室長等からの指揮命令は一

切受けない。

・使用人の任命・解任・人事評価等については、監査役会の同意を必要と

する。
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⑧　取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役会

への報告に関する体制

・監査役は、取締役会・経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行の状

況を把握する。また、必要に応じて取締役及び使用人に対して書類の提

出を求め、報告を受ける。

・倫理法令遵守規程に基づいて適切な運用を維持することにより、監査役

への適切な報告体制を確保する。

　

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制

・監査役は、経営の透明性と監視機能を高めることを目的として、代表取

締役社長と定期的に意見交換を行う。

・監査役は、内部監査室と緊密な連携を保ち、必要に応じて内部監査室に

調査を求める。

・監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行

うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　


（注）本事業報告中の記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率は表示単

位未満を四捨五入で表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成22年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

　

7,668,308

1,380,448

4,184,450

1,815,460

161,771

126,177

3,025,012

2,164,156

594,006

442,110

804,317

316,323

7,398

113,644

103,066

10,577

747,210

365,848

24,190

371,390

△14,219

（負 債 の 部） 　

流 動 負 債 6,706,905

支払手形及び買掛金 1,982,189

短 期 借 入 金 4,062,500

リ ー ス 債 務 66,768

未 払 法 人 税 等 16,069

賞 与 引 当 金 101,107

そ の 他 478,269

固 定 負 債 2,872,391

リ ー ス 債 務 277,897

退 職 給 付 引 当 金 2,306,881

役員退職慰労引当金 105,186

そ の 他 182,427

負 債 合 計 9,579,297

（ 純 資 産 の 部 ） 　

株 主 資 本 1,090,604

資 本 金 700,700

資 本 剰 余 金 722,424

利 益 剰 余 金 △291,499

自 己 株 式 △41,021

評価・換算差額等 23,419

その他有価証券評価差額金 23,419

純 資 産 合 計 1,114,023

資 産 合 計 10,693,320 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,693,320

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 　 9,754,211

売 上 原 価 　 7,294,835

売 上 総 利 益 　 2,459,375

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 2,224,179

営 業 利 益 　 235,195

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 及 び 配 当 金 6,535 　

助 成 金 収 入 20,889 　

そ の 他 22,993 50,418

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 90,617 　

支 払 手 数 料 19,068 　

そ の 他 17,743 127,430

経 常 利 益 　 158,184

特 別 利 益 　 　

投 資 有 価 証 券 売 却 益 8,929 8,929

特 別 損 失 　 　

固 定 資 産 除 却 損 3,922 　

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 700 　

事 務 所 閉 鎖 費 用 11,625 16,247

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 　 150,865

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,666 　

法 人 税 等 調 整 額 2,399 14,065

当 期 純 利 益 　 136,800

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（単位：千円）

　
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成21年３月31日　残高 700,700 1,085,538 △791,413 △40,771 954,053

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　

資 本 準 備 金 の 取 崩 　 △361,005 361,005 　 －

その他資本剰余金の取崩 　 △2,108 2,108 　 －

当 期 純 利 益 　 　 136,800 　 136,800

自 己 株 式 の 取 得 　 　     △249 △249

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

　 　 　 　 －

連結会計年度中の変動額合計 － △363,114 499,914 △249 136,550

平成22年３月31日　残高 700,700 722,424 △291,499 △41,021 1,090,604

　

評価・換算差額等

純資産合計 　 　
その他有価証
券評価差額金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成21年３月31日　残高 1,442 1,442 955,495 　 　

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　

資 本 準 備 金 の 取 崩 　 － － 　 　

その他資本剰余金の取崩 　 － － 　 　

当 期 純 利 益 　 － 136,800 　 　

自 己 株 式 の 取 得 　 － △249 　 　

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

21,976 21,976 21,976 　 　

連結会計年度中の変動額合計 21,976 21,976 158,527 　 　

平成22年３月31日　残高 23,419 23,419 1,114,023 　 　

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。



－ 19 －

連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 ㈱高見沢サービス

②　非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称 ㈱高見沢メックス

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、

いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないので連結の範囲から除外して

おります。

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社㈱高見沢メックスは、当期純損益及び利益剰余金

等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

ａ．有価証券

その他有価証券 …………… 時価のあるもの

　 決算日の市場価格等に基づく時価法

　 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

　 時価のないもの

　 移動平均法による原価法

ｂ．たな卸資産

商品・製品 ………………… 個別原価法及び総平均法による原価法（連結貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

半製品・原材料 …………… 総平均法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛品 ……………………… 個別原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品 ……………………… 最終仕入原価法
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

　 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）については、定額法）を採

用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）

　 定額法を採用しております。

　 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 …………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

賞与引当金 …………………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将

来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上

しております。

退職給付引当金 ……………… 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

　 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金 ………… 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

④　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

ａ．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

全面時価評価法を採用しております。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務　

　① 担保に供している資産　

　　建物 573,898千円

　　土地 739,274千円

 　　計 1,313,173千円

　② 担保に係る債務　

　　短期借入金 1,350,000千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,911,150千円

(3) 受取手形割引高 41,926千円

(4) 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と

シンジケートローンによる貸出タームローン契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであ

ります。　

　　貸出タームローンの総額 1,350,000千円

　　借入実行残高 1,350,000千円

　　差引額 －千円

　

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 9,050,000株

　

４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの

借入により資金を調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図

っております。

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把

握を行っております。　

借入金の使途は主として運転資金であり、当社グループにおいては安定的な資金調達を

目的とし、シンジケートローンによるタームローン契約を締結しております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ

らの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）　

　
連結貸借対照表

計上額　
時価　 差額　

(1) 現金及び預金　 1,380,448 1,380,448 －

(2) 受取手形及び売掛金　 4,184,450 4,184,450 －

(3) 投資有価証券　 　 　 　

その他有価証券　 263,908 263,908 －

(4) 支払手形及び買掛金　 1,982,189 1,982,189 －

(5) 短期借入金　 4,062,500 4,062,500 －

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

(3)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(4)支払手形及び買掛金、並びに(5)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

（注2）非上場株式（連結貸借対照表価額101,940千円）は、市場価格がなく、かつ将来キ

ャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と

認められるため、「（3）投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

　

５．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 123円87銭

１株当たり当期純利益 15円21銭

　

６．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成22年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

リ ー ス 投 資 資 産

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

電話専用施設利用権

投資その他の資産

リ ー ス 投 資 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

　
7,354,385

1,183,151

175,618

3,681,454

117,544

436,210

702,511

312,533

30,687

529,000

161,539

24,134

2,905,654

1,776,354

583,594

4,510

7,198

200

424,878

755,972

108,850

102,764

5,976

110

1,020,448

279,017

349,211

100,000

278,698

24,190

△10,669

（負 債 の 部） 　

流 動 負 債 6,476,642

支 払 手 形 561,592

買 掛 金 1,556,910

短 期 借 入 金 3,762,500

リ ー ス 債 務 73,439

未 払 金 145,820

未 払 費 用 177,733

未 払 法 人 税 等 13,369

賞 与 引 当 金 88,924

そ の 他 96,351

固 定 負 債 2,332,151

リ ー ス 債 務 279,017

退 職 給 付 引 当 金 1,967,435

役員退職慰労引当金 85,698

負 債 合 計 8,808,794

（ 純 資 産 の 部 ） 　

株 主 資 本 1,428,435

資 本 金 700,700

資 本 剰 余 金 722,424

資 本 準 備 金 722,424

利 益 剰 余 金 46,331

その他利益剰余金 46,331

繰越利益剰余金 46,331

自 己 株 式 △41,021

評価・換算差額等 22,809

その他有価証券評価差額金 22,809

純 資 産 合 計 1,451,245

資 産 合 計 10,260,039 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,260,039

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 　 7,837,697

売 上 原 価 　 5,861,369

売 上 総 利 益 　 1,976,327

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 1,869,882

営 業 利 益 　 106,444

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 及 び 配 当 金 15,300 　

助 成 金 収 入 20,889 　

そ の 他 22,682 58,872

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 66,252 　

そ の 他 36,320 102,573

経 常 利 益 　 62,743

特 別 利 益 　 　

投 資 有 価 証 券 売 却 益 8,929 8,929

特 別 損 失 　 　

固 定 資 産 除 却 損 3,485 　

事 務 所 閉 鎖 費 用 11,625 15,110

税 引 前 当 期 純 利 益 　 56,561

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 9,000 　

法 人 税 等 調 整 額 1,230 10,230

当 期 純 利 益 　 46,331

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（単位：千円）

　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成21年３月31日　残高 700,700 1,083,430 2,108 1,085,538 109,500 1,000,000 △1,472,614 △363,114 △40,771 1,382,352

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

資本準備金の取崩 　 △361,005 　 △361,005 　 　 361,005 361,005 　 －

その他資本剰
余金の取崩

　 　 △2,108 △2,108 　 　 2,108 2,108 　 －

利益準備金の取崩 　 　 　 － △109,500 　 109,500 － 　 －

別途積立金の取崩 　 　 　 － 　 △1,000,000 1,000,000 － 　 －

当期純利益 　 　 　 － 　 　 46,331 46,331 　 46,331

自己株式の取得 　 　 　 － 　 　  － △249 △249

株主資本以外の項目
の 事 業 年 度 中 の
変 動 額 （ 純 額 ）

　 　 　 － 　 　 　 － 　 －

事業年度中の変動額合計 － △361,005 △2,108 △363,114 △109,500 △1,000,000 1,518,945 409,445 △249 46,082

平成22年３月31日　残高 700,700 722,424 － 722,424 － － 46,331 46,331 △41,021 1,428,435

　

評価・換算差額等

純資産合計

　 　 　 　 　 　 　

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

　 　 　 　 　 　 　

平成21年３月31日　残高 1,319 1,319 1,383,672 　 　 　 　 　 　 　

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

資本準備金の取崩 　 － － 　 　 　 　 　 　 　

その他資本剰
余金の取崩

　 － － 　 　 　 　 　 　 　

利益準備金の取崩 　 － － 　 　 　 　 　 　 　

別途積立金の取崩 　 － － 　 　 　 　 　 　 　

当期純利益 　 － 46,331 　 　 　 　 　 　 　

自己株式の取得 　 － △249 　 　 　 　 　 　 　

株主資本以外の項目
の 事 業 年 度 中 の
変 動 額 （ 純 額 ）

21,490 21,490 21,490 　 　 　 　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 21,490 21,490 67,572 　 　 　 　 　 　 　

平成22年３月31日　残高 22,809 22,809 1,451,245 　 　 　 　 　 　 　

（注）　記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 ……………………… 移動平均法による原価法
その他有価証券 ………………… 時価のあるもの

　 　決算日の市場価格等に基づく時価法
　 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）
　 時価のないもの
　 　移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品・製品 ……………………… 個別原価法及び総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

半製品・原材料 ………………… 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛品 …………………………… 個別原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品 …………………………… 最終仕入原価法
(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …………………… 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備を除く）については、定額法）を採
用しております。

無形固定資産 …………………… 定額法を採用しております。
　 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して
おります。

(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金 ……………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

賞与引当金 ……………………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将
来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上して
おります。

退職給付引当金 ………………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。

　 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業
年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金 …………… 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく
期末要支給額を計上しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
　
２．貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産
建物 573,898千円
土地 739,274千円
 計 1,313,173千円

②担保に係る債務
短期借入金 1,350,000千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,587,931千円
(3) 受取手形割引高 38,926千円
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(4) 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
㈱高見沢サービス 300,000千円

(5) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 855,665千円
長期金銭債権 279,017千円
短期金銭債務 392,070千円

(6) 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と
シンジケートローンによる貸出タームローン契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の通りでありま
す。　

貸出タームローンの総額 1,350,000千円
借入実行残高 1,350,000千円
差引額 －千円

　
３．損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 528,260千円
仕入高 962,833千円
製造経費 462千円
販売費及び一般管理費 21,553千円

営業取引以外の取引高 41,076千円
　
４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 56,310株

　
５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金繰入超過額、賞与引当金繰入超過額、
たな卸資産評価損、繰越欠損金等であります。

　
６．リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務用機器、社内利用のソフトウェア等の一部
については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
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７．関連当事者との取引に関する注記
(1) 親会社及び法人主要株主等

属 性 会社等の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取 引 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

その他の
関係会社

富士電機リテイ
ルシステムズ　
株 式 会 社

被所有
直接 25.3

当社製品等
の販売
役員の兼任

製品等の販売 379,226 売掛金 162,666

法人主要
株主

富士通株式会社
被所有
直接 10.0
間接　5.6

当社製品等
の販売

製品等の販売 431,735 売掛金 239,617

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等
が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等
製品の販売価格等は一般的取引条件によっております。

　
(2) 子会社

属 性 会社等の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取 引 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子会社

株式会社高見沢
サ ー ビ ス

所有
直接　100

各種自動販
売 機 の 設
置・保守
役員の兼任

製品等の販売 136,327 売掛金 64,864

部材等の仕入 376,866 買掛金 233,465

資金の貸付 770,000 短期貸付金 529,000

債 務 保 証
（注３）

300,000 － －

転 リ ー ス 82,607
リ ー ス
投資資産

352,905

株式会社高見沢
メ ッ ク ス

所有
直接　100

当社製品等
の製造

部材等の仕入 579,911 買掛金 144,526

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等
が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 製品の販売価格等は一般的取引条件によっております。
(2) 資金の貸付については、市場金利を勘案して金利を決定しております。

３．金融機関等からの借入につき、債務保証を行ったものであり、保証料は受領しており
ません。

　
８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 161円36銭
１株当たり当期純利益 5円15銭

　
９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成22年５月12日　

　株式会社高見沢サイバネティックス 　

　 取締役会　御中 　

　　 　

　 新日本有限責任監査法人 　

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 林 　 宏 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 由 良 知 久 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 伊 藤 正 広 

　

　　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社高見沢サイ

バネティックスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年

度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、

試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び

に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の

表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表

明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社高見沢サイバネティックス

及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び

損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成22年５月12日　

　株式会社高見沢サイバネティックス 　

　 取締役会　御中 　

　　 　

　 新日本有限責任監査法人 　

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 林 　 宏 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 由 良 知 久 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 伊 藤 正 広 

　

　　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社高見沢サイバネティ

ックスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第41期事業年度の計算書類、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書

について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法

人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

　 監　査　報　告　書 　

　　当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第41期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

　

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を

図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その

他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会

社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）の状況を監視及び検証いたしました。

　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び監査法人から

当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思

疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま

した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明

細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係

る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いた

しました。
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　２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行に

ついても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認め

られません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

　

　 平成22年５月13日 　

　 株式会社高見沢サイバネティックス　監査役会 　

　

常勤監査役 有 村 　 猛 
常勤監査役 浦   雄 
社外監査役 倉 田 民 男 
社外監査役 山野邉　林　作 

　

以　上
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類　

　

　

１．議決権の代理行使の勧誘者　　　　　　株式会社高見沢サイバネティックス

代表取締役社長　髙見澤　和　夫

　

２．議案及び参考事項　

第１号議案　取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社株式の数

髙見澤　和　夫
(昭和30年11月27日生)

昭和62年７月　当社入社

平成７年６月　㈱高見沢サービス代表取締役社長

平成８年６月　当社取締役

平成11年６月　当社取締役副社長

平成12年６月　当社代表取締役社長（現任）

315,030株

広 田 和 資
(昭和19年３月６日生)

昭和46年３月　当社入社

平成12年６月　当社取締役総括本部副本部長

平成13年４月　当社取締役総合管理本部長

平成17年４月　当社常務取締役ロスコスト1/2実行室

長

平成19年４月　当社常務取締役経営管理本部長兼Ｂ

Ｐ管理室長

平成20年４月　当社専務取締役兼ＢＰ管理室長

平成21年４月　当社専務取締役（現任）

23,000株

有 田 正 實
(昭和22年１月１日生)

昭和47年４月　当社入社

平成17年６月　当社取締役特機機器本部長

平成19年４月　当社取締役社会システム本部長

平成20年４月　当社常務取締役社会システム本部長

兼ＳＥセンター長

平成22年４月　当社常務取締役社会システム本部長

兼業務センター長（現任）

9,000株
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氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社株式の数

山 口 英 和
(昭和25年12月11日生)

昭和48年４月　富士電機製造㈱（現富士電機ホール

ディングス㈱）入社

平成14年４月　当社入社

　　　　　　　当社品質保証部長

平成16年４月　当社総合管理本部副本部長

平成17年４月　当社総合管理本部長

平成19年４月　当社経営管理本部総合管理センター

長

平成20年４月　当社経営管理本部長兼総合管理セン

ター長

平成20年６月　当社取締役経営管理本部長兼総合管

理センター長

平成21年４月　当社取締役経営管理本部長兼統括室

長兼ＢＰ管理室長

平成22年４月　当社取締役経営管理本部長（現任）

3,000株

岩 岡 　 修
(昭和28年１月22日生)

昭和51年４月　当社入社

平成10年４月　当社メカトロ技術部長

平成13年４月　当社メカトロ機器本部副本部長

平成17年４月　当社品質保証本部長

平成19年４月　当社ものづくり本部品質保証センタ

ー長

平成20年４月　当社ものづくり本部長

平成20年６月　当社取締役ものづくり本部長(現任)

5,000株

高 見 澤 　 海  平
(昭和25年６月６日生)

昭和52年12月　当社入社

平成10年４月　当社開発部長

平成14年４月　当社開発本部長

平成17年４月　当社テクニカル本部長

平成19年４月　当社ものづくり本部開発室長

平成20年４月　当社ＮＴＣ本部長兼開発室長

平成20年６月　当社取締役ＮＴＣ本部長兼開発室長

（現任）

10,000株



－ 35 －

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社株式の数

辻 川 秀 邦
(昭和24年６月１日生)

昭和46年３月　当社入社

平成９年４月　当社メカトロ営業部長

平成11年４月　当社メカトロ機器本部長

平成19年４月　当社社会システム本部メカトロ事業

部長

平成20年６月　当社取締役社会システム本部メカト

ロ事業部長

平成21年４月　当社取締役社会システム本部メカト

ロ・特機事業部長

平成22年４月　当社取締役社会システム本部副本部

長兼メカトロ・特機事業部長（現任）

9,000株

中 村 淑 寛
(昭和25年８月４日生)

昭和48年４月　日鉄鉱業㈱入社

平成15年４月　当社入社

平成15年７月　当社総括本部経理部長

平成19年４月　当社経営管理本部統括室副室長兼経

理部長

平成22年４月　当社経営管理本部副本部長兼統括室

長（現任）

－

小野田　　　誠
(昭和24年10月22日生)

昭和47年３月　富士電機家電㈱（現富士電機リテイ

ルシステムズ㈱）入社

平成12年６月　同社営業支援本部技術部長

平成15年４月　同社商品企画本部第一商品企画統括

部長

平成16年10月　同社商品企画本部副本部長兼商品企

画本部第一商品企画統括部長

平成19年４月　同社自動化機器事業本部商品企画本

部長

平成20年４月　同社取締役兼事業推進室長

平成21年４月　同社取締役兼通貨機器事業本部長

平成21年６月　当社取締役（現任）

平成22年４月　富士電機リテイルシステムズ㈱顧問

（現任）

－
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氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社株式の数

利 根 廣 貞
(昭和26年１月26日生)

昭和48年４月　富士通㈱入社

平成15年９月　同社ストレージシステム事業本部長

平成16年６月　同社経営執行役ストレージシステム

事業本部長

平成18年６月　富士通フロンテック㈱常務取締役

平成19年４月　同社取締役（現任）

平成19年４月　同社経営執行役常務兼システム事業

本部長兼品質保証本部長

平成19年６月　当社取締役（現任）

平成21年４月　富士通フロンテック㈱経営執行役常

務兼金融システム事業本部長兼品質

保証本部長（現任）

－

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．小野田誠及び利根廣貞の両氏は、社外取締役候補者であります。

３．利根廣貞氏は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ等に関する規則に定める独立役員として

届け出ており、原案どおり選任された場合は引き続き独立役員となる予定です。　

４．小野田誠及び利根廣貞の両氏は、当社事業分野における豊富な経験と専門的な知識を

活かし、当社の経営に適切な助言・提言をいただけると判断し、社外取締役候補者と

しております。

５．小野田誠氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は本株主総会の終結の時をもって１年となります。

６．利根廣貞氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は本株主総会の終結の時をもって３年となります。
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第２号議案　監査役２名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役有村　猛氏は任期満了となり、監査役

山野邉林作氏は辞任いたしますので、監査役２名の選任をお願いいたした

いと存じます。

なお、監査役候補者但住敏之氏は、監査役山野邉林作氏の補欠として選

任をお願いするものでありますので、その任期は当社定款の規定により、

前任者の任期満了時までとなります。　

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社株式の数

有 村 　 猛
(昭和20年９月４日生)

昭和46年３月　当社入社

平成11年４月　当社知的財産部長

平成18年６月　当社常勤監査役（現任）

8,000株

但 住 敏 之
(昭和31年12月24日生)

昭和54年４月　富士電機製造㈱（現富士電機ホール

ディングス㈱）入社

平成15年５月　同社機器・制御カンパニー事業統括

部経理部長

平成15年10月　富士電機機器制御㈱管理本部財務経

理部長

平成17年４月　同社インバータ開発生産センター総

務部長

平成20年７月　中部富士電機㈱総合企画室長

平成21年７月　富士電機ハイテック㈱総務部長

平成22年３月　富士電機リテイルシステムズ㈱管理

本部財務経理部長（現任）

－

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．但住敏之氏は、社外監査役候補者であります。

３．但住敏之氏は、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を有しておられること

から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
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第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される取締役内田克美氏に対し、その在任

中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で

退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は

取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。　

氏 名 略 歴

内 田 克 美
平成16年６月　当社取締役

　　　　　　　　　現在に至る 　　　

　

　以　上　

　



［ＭＥＭＯ］



　

　

　

　

会場ご案内図
　

会　場 東京都杉並区成田東５丁目35番14号

　 ホテルアミスタ阿佐ヶ谷　ホール

　 電話　03-3220-5711（代）

み
ず
ほ
銀
行

杉
並
区
役
所

杉
並
郵
便
局

至
荻
窪

至
新
宿

中
杉
通
り

杉
並
警
察
署

ホテルアミスタ
　　　阿佐ヶ谷

パ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

阿佐ケ谷駅

JR中央線・総武線

南口

南阿佐ケ谷駅
東京メトロ
丸ノ内線

荻窪

杉並消防署

青梅街道 新宿

　

交通のご案内

　●東京メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅より徒歩２分

　●JR中央線・総武線阿佐ケ谷駅より徒歩８分

お願い：会場には駐車場がございませんので、

お車でのご来場はご遠慮願います。


